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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 令和５年第３回教育委員会臨時会 

開 催 日 時 
令和５年８月８日（火） 

開会時刻午前１０時００分 閉会時刻午前１０時４４分 

開 催 場 所 朝霞市役所 全員協議会室 

出 席 者 別紙のとおり 

会 議 内 容 別紙のとおり 

会 議 資 料 別紙のとおり 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 出席者全員による確認 

その他の必要事項 傍聴者 １人 
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令和５年第３回 

教育委員会臨時会 

令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日 (火 ） 

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 前 １ ０ 時 ４ ４ 分 ま で 

朝 霞 市 役 所 全 員 協 議 会 室 

 

１  開 会 宣 言 

２  会議録署名委員の指名 

３  市長からの意見聴取    

４  議 案 の 審 議 

５  そ の 他 

６  閉 会 宣 言 

 

出席者 

  教 育 委 員 会 教 育 長 二 見 隆 久 

  教育委員会教育長職務代理者 平 木 倫 子 

   教 育 委 員 会 委 員 髙 橋 松 久 

  教 育 委 員 会 委 員 森 島 史 枝 

  教 育 委 員 会 委 員 上 野 正 道 

 

説明のための出席者 

  学 校 教 育 部 長 野 口 邦 彦 

  生 涯 学 習 部 長 神 頭   勇 

  学校教育部次長兼教育総務課長 関 口 豊 樹 

  生 涯 学 習 部 次 長 兼 生 涯 学 習 ・ ス ポ ー ツ 課 長 堀 川 政 昭 

  生涯学習部次長兼図書館長 菊 島 隆 一 

  教育管理課主幹兼課長補佐               中 村 浩 信 

  教 育 指 導 課 長 松 本 欣 巳 

  学 校 給 食 課 長  長 谷   修 

文 化 財 課 長 赤 澤 由美子 
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  中 央 公 民 館 長 又 賀 俊 一 

 

事務局 

  教育総務課主幹兼課長補佐 多度津 みどり 

  教 育 総 務 課 長 補 佐 斎 藤   勉 

   

 

 

（会議議題） 

◎ 市長からの意見聴取 

議案第４６号 令和４年度（２０２２年度）朝霞市一般会計歳入歳出決算認定＜教育委員

会関係分＞について 

  議案第４７号 令和５年度（２０２３年度）朝霞市一般会計補正予算（第３号）＜教育委

員会関係分＞について 

議案第４８号 朝霞市職員定数条例の一部を改正する条例 

議案第４９号 工事請負契約の締結について（朝霞第九小学校校舎増築工事） 

 

◎  提出議案 

議案第５０号 朝霞市教育委員会職員の人事に関することについて 

議案第５１号 令和６年度使用小学校教科用図書の採択について 
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）  

◎１ 開会宣言 

○二見教育長 

ただいまから令和５年第３回朝霞市教育委員会臨時会を開きます。 

本日は、傍聴希望者がおりますので、傍聴席にご案内してください。 

 

◎２ 会議録署名委員の指名 

○二見教育長 

  初めに、会議録署名委員の指名を行います。 

本日開催の会議における会議録の署名につきましては、平木教育長職務代理者にお願いしたいと

存じます。 

  次に、本日の議事でございますが、市長からの意見聴取が４件、提出議案が２件でございます。 

なお本日の議案につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第６項に該当

する者はございませんでした。 

さて、ここで議事を非公開とすることについて発議させていただきます。 

議案第４６号から第４９号までの「市長からの意見聴取」につきましては、市議会提出前の検討

中の内容であることから、朝霞市情報公開条例第７条第１項第４号に規定する非公開情報に該当い

たします。 

非公開情報につきましては、市政の情報提供及び審議会等の会議開催・公開に関する指針第８条

第１項により、会議を非公開とすることができることになっております。 

  また「議案第５０号 朝霞市教育委員会職員の人事に関することについて」につきましては、人

事に関する案件でございます。 

従いまして、議案第４６号から第４９まで、及び議案第５０号につきましては、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第１４条第７項に基づきまして、会議を非公開とすることをご提案しま

す。 

 また議案第４６号から第４９号につきましては、市長から市議会に議案が提出され、公開できる

時期になりましたら、資料及び会議録を公開することとしてよろしいか、併せて伺います。 

  なお会議を非公開にするのは、非公開の発議を出席者の３分の２以上の多数で議決した場合でご

ざいます。 

 これより、採決いたします。 

  議案第４６号から第４９号、及び議案第５０号につきまして、議事を非公開とすること、また議

案第４６号から第４９号につきましては、資料及び会議録を所定の時期に公開することに賛成の者

の挙手を求めます。 
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（全員挙手） 

挙手総員です。 

よ っ て 、 議案第４６号から第４９号、及び議案第５０号につきましては、議事の最後に非公開

で行うことに決します。 

また議案第４６号から第４９号につきましては、資料及び会議録を所定の時期に公開することに

決します。 

                                              

◎４ 議案の審議 議案第５１号 令和６年度使用小学校教科用図書の採択について 

〇二見教育長 

    それでは、議案の審議に入ります。 

「議案第５１号 令和６年度使用小学校教科用図書の採択について」を議題とします。 

提案理由の説明をお願いいたします。 

学校教育部長。 

〇説明員・野口学校教育部長 

  議案第５１号の提案理由の説明を申し上げます。 

  本議案は、小学校における令和６年度使用教科用図書の採択に関するものでございます。 

  教科用図書の採択にあたりまして、まず、５月１日に第１回第五採択地区協議会を開催いたしま

した。 

その後、調査員の方々に教科用図書の研究をお願いしたところでございます。 

また６月１６日から６月２９日までの１４日間、和光市中央公民館におきまして教科書展示会を

開催し、保護者や地域の方々も含め、４８６名のご来場をいただきました。市内各小学校の教職員

も展示会場に足を運び、学校ごとに調査・研究し、報告をいただいております。 

  委員の皆様にも、採択委員として教科用図書の見本本とともに、各小学校で調査・研究した報告

書も参考にして、各自研究していただきました。 

  以上のような経過を踏まえ、７月２４日に開催されました第２回第五採択地区協議会に臨みました。 

  小学校の教科用図書につきまして、調査員代表の調査・研究結果報告を受け、その後協議いたし

ました。 

本日、御提案いたします議案の内容につきましては、この第五採択地区協議会における十分な協

議を踏まえたものでございます。 

また「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の第１３条第５項において「当該

採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同

一の教科用図書を採択しなければならない。」と定められておりますので、よろしく御審議の上、御

承認いただきますようお願いいたします。 

〇二見教育長 
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それでは、議案第５１号についての質疑をお願いいたします。 

質疑ございませんか。 

  質疑がなければ、質疑を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第５１号を原案のとおり可決することについて賛成の者の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

挙手総員です。 

よって、議案第５１号は原案の通り可決されました。 

                                              

◎５ その他  

○二見教育長 

  次に、その他に入ります。 

  その他として事務局又は委員の皆様から何かございますか。 

よろしいでしょうか。 

 それでは、その他を終了いたします。 

この際、暫時休憩といたします。 

  これからの会議を非公開とします。 

傍聴されている方の退席を求めます。 

                                              

   

  （暫時休憩） 

                                              

◎３ 市長からの意見聴取  議案第４６号 令和４年度（２０２２年度）朝霞市一般会計歳入歳出

決算認定＜教育委員会分＞について 

〇二見教育長 

次に、市長からの意見聴取に入ります。 

「議案第４６号 令和４年度（２０２２年度）朝霞市一般会計歳入歳出決算認定＜教育委員会関

係分＞について」を議題とします。 

提案理由の説明をお願いします。 

  学校教育部長。 

○説明員・野口学校教育部長 

議案第４６号の提案理由の説明を申し上げます。 

本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長から意見を

求められたものでございます。 

令和４年度決算について、まず、歳入でございますが「歳入所属別一覧表（令和４年度 

（２０２２年度））」のとおり歳入がございました。 
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続いて、歳出について、項ごとに申し上げます。 

お配りしております「令和４年度（２０２２年度）朝霞市一般会計決算歳出総括表（教育委員会

関係分）」をご覧いただきたいと存じます。 

初めに、教育総務費ですが、予算現額５億８，２９３万６，０００円に対し、支出済額は  

５億６，７４５万４，４３５円で、執行率は９７．３％でございます。 

次に、小学校費ですが、予算現額８億９，１９０万８，０００円に対し、支出済額は  

７億５，１８９万３，２９９円で、執行率は８４．３％でございます。 

次に、中学校費ですが、予算現額９億５，６３７万９，０００円に対し、支出済額は  

７億５，３２７万９，６１０円で、執行率は７８．８％でございます。 

次に、学校保健費ですが、予算現額１３億９，３１７万５，０００円に対し、支出済額は  
１２億４，７１２万２，６７６円で、執行率は８９．５％でございます。 

次に、社会教育費ですが、予算現額１０億４，９５８万円に対し、支出済額は  

９億７，９７２万１，７６１円で、執行率は９３．３％でございます。 

次に、社会体育費ですが、予算現額３億１，１８０万７，０００円に対し、支出済額は  

２億４，８５５万３，１３０円で、執行率は７９．７％でございます。 

なお教育費全体としましては、予算現額５１億８，５７８万５，０００円に対し、支出済額は 

４５億４，８０２万４，９１１円で、執行率は８７．７％でございます。 

以上が歳出の概要でございます。 

  令和４年度における主な事業につきましては、次のページの「主要事業の説明」の資料のとおり

でございます。 

なお事業別の歳出内訳も添付してございますので、併せてご確認いただきたいと存じます。 

また財産調書に関する資料につきましても、お配りした資料のとおりでございます。 

よろしく御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げます。 

○二見教育長 

  それでは、本議案についての質疑をお願いします。 

上野委員。 

○上野委員 

  ２点お伺いします。 

  歳入所属別一覧表の２ページになります。２行目に道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業

費補助金ということで、補正予算計上されているんですけれども、収入済みはゼロになっているの

で、これはどういった理由なのかお伺いしたいのと、もう１点が次のページ、３ページ目の中段よ

り下にある学校給食費の受入金の現年分ですが、その中で不納欠損が生じています。不納欠損が生

じている理由を差し支えない範囲で教えていただきたいのと、人数は何人になりますでしょうか。 

○二見教育長 
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  答弁願います。 

  教育指導課長。 

○説明員・松本教育指導課長 

  はい、今回の道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業の補助金につきましては、当初はこの

補助金という形で補正予算を上げさせていただいたんですが、その後、県の教育委員会とのやり取

りの中で、別の形で補助金をいただくということになりましたので、収入はゼロという形になって

おります。 

○上野委員 

  今の件、よろしいですか。 

○二見教育長 

  お願いします。 

○上野委員 

  そうしますと、別の形でもらっていて、更に今回予算に乗っているということは、補正予算でそ

の分を減額する時間的な余裕がなかったのかどうか、その辺をお願いします。 

○二見教育長 

  教育指導課長。 

○説明員・松本教育指導課長 

  はい、委員おっしゃる通り、減額について本来はすべきではあるんですが、年度末でしたので、

できなかったというところでございます。 

以上です。 

○二見教育長 

  ２点目について、学校給食課長。 

○説明員・学校給食課長 

  はい、２点目の学校給食費についてご答弁申し上げます。 

  現年の不納欠損につきましては、令和４年の８月にさいたま地裁の方で、免責の決定がなされた

方がいまして、人数的には１世帯で子供の人数としては２人となっております。 

  令和４年の８月以前のものについて免責ということなので、年としては平成２９年から滞納があ

りましたので、そこから該当する去年、令和４年の８月までの分については、不納欠損で落としま

した。現年の分は１万４，４００円を落としております。 

  それ以降のものについては、今現在、徴収して良いということになっていますので、それ以降に

ついては納めていただいている部分があります。 

以上です。 

○二見教育長 

  よろしいでしょうか。他にありますか。 
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  髙橋委員。 

○髙橋委員 

８ページの（１０）のＧＩＧＡスクール構想推進事業の概要で、大型ディスプレイを小学校で８４

台、中学校で３０台購入していますが、目標に対する現在の整備状況について教えてもらえますか。 

○二見教育長 

  教育指導課長。 

○説明員・松本教育指導課長 

はい、お答えさせていただきます。大型ディスプレイにつきましては、これまでですと、各小中

学校の備品要望という形で、キャスター等につけて転がせるような大型ディスプレイを整備してき

たところではあるんですが、今回の４年度につきましての８４台、３０台というのは、教室に据え

置きされている３２インチのディスプレイを５５インチの大型の方に置き換えるということで進め

させていただいております。 

整備目標というところにつきましては、文科省等では、各教室に大型ディスプレイ１台は必ずと

いう形になっていますので、現在教育委員会としてもそれに向けて努力をしているところでござい

ます。 

現状、令和５年度の教室数に対しますと、令和４年度の購入状況では、小学校は２５８学級に対

して８４台ということで３２．５％、中学校が９９学級に対して３０台、３０．３％というのが現

状の整備になっております。 

ただ、令和５年度も引き続きこれに整備を進めていきますので、今後も改善していく見込みがあ

るかなというふうに捉えております。 

以上でございます。 

○二見教育長 

  よろしいでしょうか。 

他に何かございますか。 

  森島委員。 

○森島委員 

  はい、６１ページなんですが、公園体育施設費の工事請負費の予算に対して、不用になっている

金額が２,８００万円ほど、かなり大きな金額になっておりますが、この理由を教えてください。 

○二見教育長 

  生涯学習部次長。 

○説明員・堀川生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長 

  こちらにつきましては、昨年の９月で補正をかけさせていただきました中央公園野球場の防球ネ

ットですね、こちらの方が場外にボールが飛び、危険だということで、緊急工事を９月補正でやる

予定だったのですけども、そちらのネットを立てるために掘削をしましたところ、壁面の下の部分の
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支えの部分が、掘れないところが底辺にございまして、そこを掘削することができないで、最終的に

は工事ができないということで、工事を中止しました。２,８００万円が不用額として載っておると

こでございます。 

○二見教育長 

  よろしいですか。他に何かございますか。 

平木職務代理者。 

○平木教育長職務代理者 

  人権教育振興事業についてでございますが、１２ページの方に開催された研修会及び講座の記載

がございます。また４０ページには費用についての明細などが書かれておりますが、５ページの歳

出総括表を見ますと、執行率が６３．９％ということで、抑えられた数字になっておりますが、こ

れについての説明をお願いしたいと思います。 

○二見教育長 

  生涯学習部次長。 

○説明員・堀川生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長 

  こちらにつきましては、やはりちょっとまだ昨年度はですね、コロナ禍ということで、予定して

いた事業の執行率が悪くて、最終的にはこのような状況になってございます。 

  以上でございます。 

○二見教育長 

  よろしいでしょうか。 

  他に議案で４６号に関する質疑はございますか。 

  質疑なければ、質疑を終結いたします。 

これより採決いたします。 

  議案第４６号につきまして、同意することについて賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

挙手総員です。 

よって、議案第４６号については同意することといたします。 

                                              

◎３ 市長からの意見聴取  議案第４７号 令和５年度（２０２３年度）朝霞市一般会計補正予算

（第３号）＜教育委員会関係分＞について 

○二見教育長 

次に、「議案第４７号 令和５年度（２０２３年度）朝霞市一般会計補正予算（第３号）＜教育委

員会関係分＞について」を議題とします。 

 提案理由の説明をお願いいたします。 

  学校教育部長。 

○説明員・野口学校教育部長 
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議案第４７号の提案理由の説明を申し上げます。 

本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長から意見を

求められたものでございます。 

今回の補正予算の主なものについて、１ページ、歳入でございますが、第１６款国庫支出金、第

１項国庫負担金では、朝霞第六小学校及び第九小学校の校舎増築工事にかかる負担金の交付決定に

伴い、小学校負担金を計上しております。 

第２項国庫補助金では、朝霞第二中学校校舎外壁等改修工事にかかる補助金の交付決定に伴い、中学

校補助金を計上しております。また社会体育費補助金では、武道館改修工事にかかる補助金のうち令和５

年度分を計上しております。 

次に、第２２款諸収入では、滝の根テニスコート、総合体育館、武道館及び公園体育施設の指定

管理料の精算金を計上しております。 

歳出でございますが、職員人件費につきましては、職員等の人事異動等に伴う補正額を計上して

おります。 

人件費の補正以外のうち、学校教育部関連では２ページ中段、第１項教育総務費、第３目教育指

導費のうち、特色ある学校づくり支援事業につきましては、中学校の部活動を支援する地域人材活

用支援員の活動回数を拡充するため、謝金として報償費を、傷害保険料として役務費を計上してお

ります。 

日本語指導充実事業につきましては、日本語指導が必要な帰国、外国人児童、生徒の増加により

支援員謝金として報償費を、傷害保険料として役務費を計上しております。 

特別支援教育事業につきましては、医療的ケア児に対して必要な看護師を配置するため訪問看護

の委託料を計上しております。 

次に、第４目教育管理費の第五中学校活性化対策事業につきましては、会計年度任用職員の組合

員種別の変更に伴い負担金を減額計上しております。 

次に３ページ、第２項小学校費、第１目学校管理費のうち、小学校運営事業につきましては、故

障した予備のタブレット端末の修繕料として、需用費を計上しております。 

小学校施設管理事業につきましては、水道使用量の増加や、電気料及びガス使用料の高騰による予算不

足を補うため、光熱水費として需用費を計上しております。 

小学校コンピュータ整備事業につきましては、令和６年度の児童数の増加に伴い、不足するタブレット

端末を追加購入するため、備品購入費を計上しております。 

小学校少人数学級整備事業につきましては、少人数学級実施に伴い、令和６年度学級数が増える学校の

校用器具を購入するため、備品購入費を計上しております。 

次に、第３項中学校費、第１目学校管理費のうち、中学校運営事業につきましては、小学校運営

事業と同様の理由により、備品修繕料を計上しております。 

中学校施設管理事業につきましては、電気料及びガス使用料の高騰による予算不足を補うため、
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光熱水費として需用費を計上しております。 

中学校コンピュータ整備事業につきましては、小学校コンピュータ整備事業と同様の理由により

備品購入費を計上しております。 

次に、第４項学校保健費、第２目学校給食費のうち、４ページ、給食センター管理事業につきま

しては、電気料及びガス使用料の高騰による予算不足を補うため、また、浜崎学校給食センターの

排水設備修繕のために流用した予算の復元と、故障したボイラー用軟水装置の更新のため、それぞ

れ光熱水費、施設等修繕料として、需要費を計上しております。 

自校給食室管理事業につきましては、ガス使用料の高騰による予算不足を補うため、光熱水費と

して、需用費を計上しております。 

栄町学校給食センター解体事業につきましては、解体工事にかかる事後家屋調査に必要な委託料

を計上しております。 

学校教育部関連は、以上でございます。 

○二見教育長 

  生涯学習部長。 

○説明員・神頭生涯学習部長 

  続きまして、人件費の補正以外のうち、生涯学習部関連につきまして御説明申し上げます。 

４ページ下段、第５項社会教育費、第３目文化財保護費のうち、指定文化財等保護管理事業につきまし

ては、電気料の高騰に伴う予算不足を補うため、また、柊塚古墳歴史広場の園路修繕のため、それぞれ光

熱水費、施設等修繕料として需用費を計上しております。 

次に５ページ、埋蔵文化財調査保存事業につきましては、試掘調査件数の増加に伴い、調査用重

機を借上げるための使用料及び賃借料を計上しております。 

埋蔵文化財センター管理事業につきましては、電気料の高騰による予算不足を補うため、光熱水

費として、需用費を計上しております。 

旧高橋家住宅管理運営事業につきましては、電気料の高騰による予算不足を補うため、光熱水費

として需用費を、また敷地内の枯損木伐採のため、施設設備管理委託料として委託料を、それぞれ

計上しております。 

第４目博物館費のうち、運営事業につきましては、博学連携事業を実施するための費用となった

会計年度任用職員の報酬及び費用弁償として旅費を計上しております。 

管理事業につきましては、電気料の高騰による予算不足を補うため、光熱水費として、需用費を

計上しております。 
第５目公民館費のうち、５ページ下段から６ページ中段までの各公民館の管理事業につきまして

は、電気料やガス使用料の高騰により、それぞれの公民館における、見込まれる予算不足を補うた

め光熱水費として需用費を計上しております。 

６ページ下段の第６項社会体育費、第１目スポーツ振興費から７ページ上段までの第３目武道館
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費まで、並びに第５目公園体育施設費の管理運営事業につきましては、光熱水費の高騰により指定

管理料等を増額する必要があることから、委託料を計上しております。 

また７ページ、第３目武道館費のうち、施設改修事業につきましては、武道館改修工事を実施するため

工事請負費や工事監理及び工事調査に係る委託料、建物等移転補償として補償、補填及び賠償金を計上し

ております。 

第４目市民プール費の管理運営事業につきましては、電気料の高騰による予算不足を補うため光

熱水費として、需用費を計上しております。 

第５目公園体育施設費のうち、施設改修事業につきましては、朝霞中央公園野球場防球ネット設置工事

に係る設計等を行うため委託料を計上しております。 

最後に８ページ、継続費でございますが、新たに、武道館施設改修事業を追加しております。 
よろしく御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げます。 

以上です。 

○二見教育長 

ただいま、議案第４７号に対する説明が終了いたしました。 

本議案について質疑をお願いいたします。 

 髙橋委員。 

○髙橋委員 

２ページの特別支援教育事業で訪問看護委託料とあるんですが、この経緯について、話せる範囲

で教えてください。 

○二見教育長 

  教育指導課長。 

○説明員・松本教育指導課長 

  はい、お答えさせていただきます。 

この件につきましては、現在、市内の小学校で糖尿病の疾患を抱えている児童がいらっしゃいま

す。 

その保護者の方が、インスリンの接種ですとか、非常時の対応について、不安を強く抱えていら

っしゃるという状況がございます。 

その中で、これまでも主治医や学校医、あるいは関係者等でケース会議を開いたりという形で、

個別に寄り添ってきました。また同時に学校の方も子供がうまく学校生活できるように体制を整え

まして、個別に支援員等をつけて対応してきたところではあります。やはり保護者の方の思いです

とか、あるいは主治医の意見等も踏まえまして、今回看護師を配置するということで補正予算を計

上させていただきました。 

以上でございます。 

○二見教育長 



- 14 - 

 

  よろしいですか。他にございますか。 

  平木職務代理者。 

○平木教育長職務代理者 

  ３ページの小学校コンピュータ整備事業と中学校コンピュータ整備事業でございますが、それぞれ

補正予算ということで計上されておりますが、先ほどご説明の中にも、タブレットの追加購入のため

ということがございましたが、何台分を計上されているのか、教えていただけたらと思います。 

○二見教育長 

  教育指導課長。 

○説明員・松本教育指導課長 

  はい、お答えさせていただきます。 

まず小学校コンピュータ整備事業におきましては、児童用のｉＰａｄを１１０台購入させていた

だきます。また中学校のコンピュータ整備事業の方では、生徒用のｉＰａｄを３８台購入させてい

ただき、計１４８台を追加購入させていただきます。 

以上でございます。 

○二見教育長 

  よろしいでしょうか。 

  他に、議案第４７号に対して質疑ございますか。 

  よろしいでしょうか。質疑なければ、質疑を終結します。 

これを採決いたします。 

  議案第４７号につきまして、同意することについて賛成の者の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

  挙手総員です。 

よって、議案第４７号については同意することといたします。 

                                              

◎３ 市長からの意見聴取  議案第４８号 朝霞市職員定数条例の一部を改正する条例 

〇二見教育長 

  次に、「議案第４８号 朝霞市職員定数条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

提案理由の説明をお願いします。 

  学校教育部長。 

○説明員・野口学校教育部長 

議案第４８号の提案理由の説明を申し上げます。 

本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長から意見を

求められたものでございます。 

改正内容につきましては、福祉複合施設や四市共用火葬場設置などに対応する必要があることか

ら、市長の事務部局の職員定数を６３０人から６４３人に１３人増員し、一方、教育委員会の事務



- 15 - 

 

部局につきましては、定数が実数を大きく上回っていることから、実態に合わせ、教育委員会の事

務部局の職員定数を１３８人から１２５人に１３人減員するもので、市全体の職員定数の８３０人

に変更はございません。 

なお、この改正につきましては、公布の日から施行したいと考えております。 

よろしく御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げます。 

以上です。 

○二見教育長 

  それでは、本議案についての質疑をお願いします。 

  髙橋委員。 

○髙橋委員 

  資料の改正理由のところに、定数が実装を大きく上回っているとあるんですが、これ今の教育委

員会の時の実質の人数を教えてもらっていいですか。 

○二見教育長 

  学校教育部次長。 

○説明員・関口学校教育部次長兼教育総務課長 

  はい、５年度の職員数につきましては、学校教育部で５５人、生涯学習部で６１人、合わせて 

１１６人となっております。 

以上です。 

○二見教育長 

他に、議案第４８号に対して質疑ございますか。 

上野委員。 

○上野委員 

  今回の人数の減なんですが、今お答えいただいたのは令和５年度なんですけど、大きく上回って

いたのは、例えば年度で過去のいつ頃からこういう状況だったのか教えてください。 

○二見教育長 

  学校教育部次長。 

○説明員・関口学校教育部次長兼教育総務課長 

はい、こちらの教育委員会の定数につきましては、学校給食センターの調理員の退職不補充によ

るもので、その人数が積み重ってきたものでございまして、いつ頃といいますか、４、５年ぐらい

前からは実数をかなり上回っている状態にはなっているという状況になっております。 

○二見教育長 

よろしいでしょうか。他に質疑ございますか。 

  他になければ、質疑を終結します。 

  これを採決します。 
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  議案第４８号に同意することについて、賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

  挙手総員です。 

よって議案第４８号については、同意することといたします。 

                                              

◎３ 市長からの意見聴取  議案第４９号 工事請負契約の締結について（朝霞第九小学校校舎増 

築工事） 

〇二見教育長 

  次に「議案第第４９号 工事請負契約の締結について（朝霞第九小学校校舎増築工事）」を議題と

します。 

提案理由の説明をお願いします。 

  学校教育部長。 

○説明員・野口学校教育部長 

議案第４９号の提案理由の説明を申し上げます。 

本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長から意見を

求められたものでございます。 

  工事の概要につきましては、朝霞第九小学校敷地内に校舎を増築するものでございます。 

  入札の経過につきましては、令和５年７月１３日に入札参加要件を定めた一般競争入札を行ったとこ

ろ３者が応札し、その結果、三光建設株式会社が、税抜き８億６，２４７万円で落札いたしました。 

  つきましては、三光建設株式会社と請負契約を締結いたしたく、市議会に提案することに御同意

くださるようお願い申し上げます。 

  以上です。 

○二見教育長 

  それでは本議案についての質疑をお願いいたします。 

  質疑ございませんか。 

  質疑なければ、質疑を終結します。 

これより、採決いたします。 

議案第４９号に同意することについて、賛成の者の挙手を求めます。 

  （全員挙手） 

  挙手総員です。 

よって議案第４９号については、同意することといたします。 

  この際、暫時休憩といたします。 

関係説明員以外の方の退席を求めます。 
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暫時休憩 

                                              

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定により非公開】 

◎４ 議案の審議 議案第５０号 朝霞市教育委員会職員の人事に関することについて 

                                               

◎６ 閉会宣言 

○二見教育長 

ここで、会議の非公開を解きます。 

以上で、本日の議事は全て終わりました。 

これをもちまして、令和５年第３回朝霞市教育委員会臨時会を終わります。 

本日はお疲れ様でございました。 
 


